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西宮市特定教育・保育施設助成金等交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育の質の向上等を目

的として市長が特定教育・保育施設に交付する助成金及び補助金（以下「助成金等

」という。）の適正な執行を図るため、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによるほか、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用

地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基

準等（平成２７年内閣府告示第４９号）の例による。 

(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園のうち、特定教育・保育施設であるものをいう。 

(2) 幼稚園型認定こども園 西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例（平

成３０年西宮市条例第４３号）第３条に規定する幼稚園型認定こども園のうち、

特定教育・保育施設であるものをいう。 

(3) 幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設である

ものをいう。 

(4) 保育所 法第７条第４項に規定する保育所のうち、特定教育・保育施設である

ものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 市長は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設（西宮市内に設置されている

ものに限る。ただし、補助の対象となる事業が幼稚園型一時預かり事業の場合は、

この限りでない。）の設置者（以下「助成対象者」という。）に対し、当該各号に定

める助成又は補助の対象となる事業等（以下「助成事業等」という。）に係る経費の

全部又は一部を助成又は補助することができる。 

(1) 幼保連携型認定こども園 別表第１の助成事業等の欄に掲げる事業等 
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(2) 幼稚園型認定こども園 別表第２の助成事業等の欄に掲げる事業等 

(3) 幼稚園 別表第３の助成事業等の欄に掲げる事業等 

(4) 保育所 別表第４の助成事業等の欄に掲げる事業等 

２ 別表第１から別表第４までの助成対象事業等の欄に掲げる事業等の内容等及び補

助等の基準となる単価は、それぞれ別表第１から別表第４表までの事業内容等の欄

及び補助等基準単価の欄に定めるところによる。 

３ 第１項の規定に関わらず、助成対象者が、当該助成事業等に係る費用について、

国、都道府県、西宮市以外の市町村又は西宮市の他の補助金等の交付を受ける場合

は、当該助成事業等に係る助成金等を交付しない。 

（施設の基準） 

第４条 助成金等の交付を受けようとする助成対象者は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

(1) 保育所は西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を求める条例（平成

２４年西宮市条例第３６号）、幼保連携型認定こども園は西宮市幼保連携型認定

こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年西宮市条例第１６号）、幼稚園型認定こども園は西宮市認定こども園の認定

等の要件を定める条例（平成３０年西宮市条例第４３号）、幼稚園は幼稚園設置基

準（昭和３１年文部省令第３２号）及び西宮市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年西宮市条例第１３号）

を遵守すること。 

(2) 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上

の留意事項について（令和５年５月１９日付こ成保３８５号、文科初第４８３号

）で定める公定価格の基本分単価における職員構成等を充足すること。 

(3) その提供する教育・保育の内容等について、教育・保育給付認定子どもの保護

者等その他の者の理解及び協力を得るよう努めるとともに、これらのものからの

苦情に迅速かつ適切に対応すること。 

(4) 教育・保育の提供及び施設の運営について、市の教育・保育に係る施策に協力

すること。 
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（交付の申請等） 

第５条 助成金等の交付に係る申請等、必要な手続き等については、補助金等の取扱

いに関する規則（昭和５７年西宮市規則第８１号。以下「補助金規則」という。）の

規定による。 

２ 前項の手続きによる申請、変更及び実績報告には、補助金規則に定める書類のほ

か、市長が必要と認める書類を添えなければならない。 

（帳簿等の整備及び保存） 

第６条 助成金等の交付の決定を受けた助成対象者は、補助金規則第１２条に規定す

る書類のほか、助成事業等の利用状況等に関する書類を整備し、当該助成事業等の

完了後５年間保存しなければならない。 

２ 助成対象者は、前項の利用状況等に関する書類における個人情報の取扱いについ

て、適正な管理を行うために必要な措置を講じなければならない。 

（交付の時期） 

第７条 助成金等は、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を、概算により

交付することができる。 

（決定の取消し） 

第８条 市長は、助成対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助

成金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 助成金等を当該助成事業等以外の用途に使用したとき。 

(2) 助成金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 助成事業等の内容を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。 

(4) 助成金等の内容又は教育・保育の提供に関して、詐欺その他不正行為を行つた

とき。 

(5) 第４条の規定に違反したとき。 

(6) 法令、条例、規則若しくはこの要綱又はこれらに基づき市長が行なつた指示に

違反したとき。 
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（助成金等の返還） 

第９条 助成対象者は、助成金等の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合に

おいて、当該取り消しに係る助成金等が既に交付されているときは、補助金規則第

１９条の規定により、速やかに市長に返還しなければならない。 

２ 前項の規定は、補助金規則第１１条第１項の規定により変更が承認され、既に交

付されている助成金等を返還する場合及び補助金規則第１５条第４項の規定によ

り交付されるべき助成金等の額が確定した場合において、既にその額を超えて交付

されている確定額を超える部分の助成金等を返還する場合について準用する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

（要綱の廃止） 

２ 西宮市民間保育所等助成金要綱及び西宮市認定こども園延長保育事業補助要綱

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 西宮市民間保育所等助成金要綱及び西宮市認定こども園延長保育事業補助要綱

の実績報告、帳簿等の保管年限等、補助金の返還等の規定は、当該規定により交付

された助成金等について、この要綱の実施の日以後においてもなお効力を有する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年５月１２日から実施し、平成２９年４月１日から適用する。

付 則 

この要綱は、平成２９年８月１日から実施する。 

  付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

付 則 
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この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は、令和６年３月１日から実施し、令和５年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 
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別表第１（幼保連携型認定こども園） 

助 成 事 業

等 

事業内容等 補助等基準単価 備考 

職 員 配 置

助成 

１ 「幼保連携型認定こど

も園の学級の編制、職

員、設備及び運営に関す

る基準」における４歳以

上児及び１、２歳児（他

市からの受託児童を含

む。）の規定と当該規定

をそれぞれ２０人につ

き１人、５人につき１人

とした場合の教諭、保育

教諭及び保育士の差（以

下「職員差」という。）

に対する人件費を助成

する。 

１ 職員差×年額２６

０万円 

２ 公定価格における

処遇改善等加算（基礎

分及び賃金改善要件

分）の加算率の区分に

より、上記単価に次の

とおり加算する。 

(1) １２％から１４

％ 職員差×年額

４０万円 

(2) １５％から１７

％ 職員差×年額

８０万円 

(3) １８％以上  

職員差×年額１２

０万円 

１ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単

価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

２ 職員差の

算出にあた

っては、年間

で算出する

こととし、小

数を切上げ

ることとす

るほか、市長

が別に定め

る。 

３ 障害児保

育助成を受

ける場合は、

職員差は、当

２ 延長保育事業を実施

している施設は、その延

長時間に応じて加算す

る。（西宮市一般型延長

保育事業実施要綱にお

ける交付要件とは異な

る。） 

１ 保育標準時間認定

に係る３０分延長実

施施設 職員差×年

額３０万円 

２ 同１時間延長実施

施設 職員差×年額

４５万円 

３ 同２時間以上延長

実施施設 職員差×
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年額７５万円 

（複数の延長時間区分

に該当する場合は、最も

長い延長時間の区分を

適用する。） 

該助成にお

ける加配職

員数を控除

する。 

４ 公定価格

の算定にお

いて、満３歳

児対応加配

加算、チーム

保育加配加

算、学級編成

調整加配加

算又は指導

充実加配加

算が加算さ

れている場

合は、当該年

度のこの助

成金は交付

しない。 

定 員 弾 力

化 促 進 助

成 

利用定員（法第１９条第１

項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子ども

の区分に係るものに限る。

右欄において同じ。）が４

０人以上の施設で、保育標

準時間認定子ども及び保

育短時間認定子ども（他市

からの受託児童を含む。）

利用定員の１１０％を

超える保育標準時間認

定子ども及び保育短時

間認定子ども一人あた

り月額５，０００円 
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に係る定員弾力化を実施

する施設に対して助成す

る。 

児 童 福 祉

施 設 運 営

助成 

次に掲げる要件の全てに

該当する施設に対して助

成する。 

(1) 保育標準時間認定

及び保育短時間認定

に係る児童の健康診

断を次のとおり実施

すること。 

  小児科 年２回 

眼科・耳鼻科・歯科 

年１回 

(2) 損害賠償責任保険

等の加入は、次のとお

りとすること。 

ア 独立行政法人日

本スポーツ振興セ

ンターの行う災害

共済給付制度に加

入すること。 

イ アのほか１人に

つき１億円以上、１

事故につき１０億

円以上の損害を補

償する保険に加入

すること。 

(3) (1) 及び(2) につ

保育標準時間認定子ど

も及び保育短時間認定

子ども（他市からの受託

児童を含む。）一人あた

り月額４，０００円 
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いて、運営規程で定め

ること。 

延 長 保 育

事業補助 

西宮市一般型延長保育事

業実施要綱に基づく延長

保育事業に係る費用の全

部又は一部を補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額及び西宮市一般型延

長保育事業実施要綱第

１１条に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（千円未満切

捨て）により計

算する。 

産 休 明 け

保 育 促 進

助成 

産休明け保育を実施する

施設に対して助成する。 

６箇月未満児（他市から

の受託児童を含む。）の

利用月数×１０万円 

 

障 害 児 保

育助成 

１ 西宮市あゆみ保育実

施要綱等に基づく特別

な支援が必要な子ども

を受入れる施設に対し

て、職員の加配に必要な

費用の全部又は一部を

補助する。 

２ 加配が必要と認めら

れた場合、加配職員を配

置した月から、助成を開

始することとする。 

１ 加配職員が就業規

則において定められて

いる常勤の勤務時間数

に達している者又は１

日６時間以上かつ月２

０日以上勤務の者の場

合、加配職員１人あたり

月額２２万円 

２ 加配職員が上記１

以外の者の場合、加配職

員２人あたり月額１９

万円 

ただし、市長が認める勤

務形態で２人配置する

多様な事業者

の参入促進・能

力活用事業の

実施について

（平成２７年

７月１７日府

子本第８８号・

２７文科初第

２３９号・雇児

発０７１７第

６号内閣府子

ども・子育て本

部統括官・文部

科学省初等中
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場合に限る。 

３ 加配職員数の算定

にあたっては、３歳未満

児と３歳以上児を区分

する。 

等教育局長・厚

生労働省雇用

均等・児童家庭

局長連名通知）

により定める

多様な事業者

の参入促進・能

力活用事業実

施要綱に基づ

く認定こども

園特別支援教

育・保育経費の

補助を含む。 

職 員 研 修

助成 

職員研修に係る費用（旅

費、研修負担金及び講師謝

金等）の全部又は一部を助

成する。 

職員研修にかかる費用。

ただし、以下の額を上限

とする。 

１ 施設全体の利用定

員が３０人以下 年額

６万円 

２ 施設全体の利用定

員が３１人以上９０人

以下 年額１０万円 

３ 施設全体の利用定

員が９１人以上 年額

１４万円 

１ 旅費につ

いては、最も

経済的な通

常の経路及

び方法によ

り旅行した

場合の旅費

により計算

する。 

２ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単
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価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

一 般 型 一

時 預 か り

事業補助 

西宮市一般型一時預かり

事業実施要綱に基づく一

般型一時預かり事業に係

る費用の全部又は一部を

補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合は、年間

延べ利用児童

数及び基準額

を月割り（千円

未満切捨て）に

より計算する。 

幼 稚 園 型

一 時 預 か

り 事 業 補

助 

西宮市幼稚園型一時預か

り事業実施要綱に基づく

幼稚園型一時預かり事業

に係る費用の全部又は一

部を補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（十円未満切

捨て）により計

算する。 

賃 貸 物 件

賃料助成 

子育て支援対策臨時特例

交付金による特別対策事

業のうち、賃貸物件による

保育所整備事業について

建物の貸主に対して支

払う礼金及び建物賃借

料（敷金は除く）にかか

る費用の４分の３を乗

補助対象期間

は、令和１１年

度までとする。 
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過去に採択されたことの

ある施設に対して、事業の

実施に係る費用等の一部

を助成する。 

じた額（千円未満は切捨

てとする。） 

保 育 士 宿

舎 借 り 上

げ 支 援 事

業補助 

西宮市宿舎借り上げ支援

事業実施要綱に基づく宿

舎借り上げ支援事業に係

る費用の一部を補助する。 

西宮市宿舎借り上げ支

援事業実施要綱に規定

する基準額 

 

保 育 体 制

強 化 事 業

補助 

西宮市保育体制強化事業

実施要綱に基づく保育体

制強化事業に係る費用の

全部又は一部を補助する。 

西宮市保育体制強化事

業実施要綱に規定する

基準額 

 

使 用 済 み

お む つ 処

理 支 援 事

業補助 

西宮市使用済みおむつ処

理支援事業実施要綱に基

づく使用済みおむつを処

理するために必要な経費

の全部又は一部を補助す

る。 

当該年度の初日の前日

における満年齢が０歳

児、１歳児又は２歳児を

対象に、各月初日の児童

一人あたり月額４００

円を上限 

使用済みおむ

つを施設で処

理しかつ施設

が処理費用を

負担している

こと。 
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別表第２（幼稚園型認定こども園） 

助 成 事 業

等 

事業内容等 補助等基準単価 備考 

職 員 配 置

助成 

１ 「就学前の子どもに

関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２

項及び第４項の規定に

基づき内閣総理大臣及

び文部科学大臣が定め

る施設の設備及び運営

に関する基準」におけ

る４歳以上児及び１、

２歳児（他市からの受

託児童を含む。）の規定

と当該規定をそれぞれ

２０人につき１人、５

人につき１人とした場

合の教諭、保育教諭及

び保育士の差（以下「職

員差」という。）に対す

る人件費を助成する。 

１ 職員差×年額２６

０万円 

２ 公定価格における

処遇改善等加算（基礎

分及び賃金改善要件

分）の加算率の区分に

より、上記単価に次の

とおり加算する。 

(1) １２％から１４

％ 

職員差×年額４０

万 

円 

(2) １５％から１７

％ 

職員差×年額８０

万 

円 

(3) １８％以上 

職員差×年額１２

０ 

万円 

１ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単

価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

２ 職員差の

算定にあた

っては、年間

で算出する

こととし、小

数を切上げ

ることとす

るほか、市長

が別に定め

る。 

３ 障害児保

育助成を受

ける場合は、

職員差は、当

２ 延長保育事業を実施

している施設は、その

延長時間に応じて加算

する。（西宮市一般型延

１ 保育標準時間認定

に係る３０分延長実

施施設 職員差×年

額３０万円 
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長保育事業実施要綱に

おける交付要件とは異

なる。） 

２ 同１時間延長実施

施設 職員差×年額

４５万円 

３ 同２時間以上延長

実施施設 職員差×

年額７５万円 

（複数の延長時間区分

に該当する場合は、最も

長い延長時間の区分を

適用する。） 

該助成にお

ける加配職

員数を控除

する。 

４ 公定価格

における満

３歳児対応

加配加算、チ

ーム保育加

配加算、学級

編成調整加

配加算又は

指導充実加

配加算を受

けている場

合は、当該年

度のこの助

成金は交付

しない。 

定 員 弾 力

化 促 進 助

成 

利用定員（法第１９条第

１項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係るものに限

る。右欄において同じ。）

が４０人以上の施設で、

保育標準時間認定子ども

及び保育短時間認定子ど

も（他市からの受託児童

を含む。）に係る定員弾力

利用定員の１１０％を

超える保育標準時間認

定子ども及び保育短時

間認定子ども一人あた

り月額５，０００円 
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化を実施する施設に対し

て助成する。 

延 長 保 育

事業補助 

西宮市一般型延長保育事

業実施要綱に基づく延長

保育事業に係る費用の全

部又は一部を補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額及び西宮市一般型延

長保育事業実施要綱第

１１条に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（千円未満切

捨て）により計

算する。 

産 休 明 け

保 育 促 進

助成 

産休明け保育を実施する

施設に対して助成する。 

６箇月未満児（他市から

の受託児童を含む。）の

利用月数×１０万円 

 

障 害 児 保

育助成 

１ 特別な支援が必要な

子ども（法第１９条第

１項第３号に掲げる小

学校就学前子どもの区

分に係るものに限る。）

を受入れる施設に対し

て、職員の加配に必要

な費用の全部又は一部

を補助する。 

２ 多様な事業者の参入

促進・能力活用事業の

実施について（平成２

７年７月１７日府子本

第８８号・２７文科初

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 
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第２９号・雇児発０７

１７第６号内閣府子ど

も・子育て本部統括官・

文部科学省初等中等教

育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長

連名通知）により定め

る多様な事業者の参入

促進・能力活用事業実

施要綱に基づく認定こ

ども園特別支援教育・

保育経費の補助によ

る。 

職 員 研 修

助成 

職員研修に係る費用（旅

費、研修負担金及び講師

謝金等）の全部又は一部

を助成する。 

職員研修にかかる費用。

ただし、以下の額を上限

とする。 

１ 施設全体の利用定

員が３０人以下 年額

６万円 

２ 施設全体の利用定

員が３１人以上９０人

以下 年額１０万円 

３ 施設全体の利用定

員が９１人以上 年額

１４万円 

１ 旅費につ

いては、最も

経済的な通

常の経路及

び方法によ

り旅行した

場合の旅費

により計算

する。 

２ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単
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価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

一 般 型 一

時 預 か り

事業補助 

西宮市一般型一時預かり

事業実施要綱に基づく一

般型一時預かり事業に係

る費用の全部又は一部を

補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合は、年間

延べ利用児童

数及び基準額

を月割り（千円

未満切捨て）に

より計算する。 

幼 稚 園 型

一 時 預 か

り 事 業 補

助 

西宮市幼稚園型一時預か

り事業実施要綱に基づく

幼稚園型一時預かり事業

に係る費用の全部又は一

部を補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（十円未満切

捨て）により計

算する。 

保 育 士 宿

舎 借 り 上

げ 支 援 事

業補助 

西宮市宿舎借り上げ支援

事業実施要綱に基づく宿

舎借り上げ支援事業に係

る費用の一部を補助す

西宮市宿舎借り上げ支

援事業実施要綱に規定

する基準額 
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る。 

使 用 済 み

お む つ 処

理 支 援 事

業補助 

西宮市使用済みおむつ処

理支援事業実施要綱に基

づく使用済みおむつを処

理するために必要な経費

の全部又は一部を補助す

る。 

当該年度の初日の前日

における満年齢が０歳

児、１歳児又は２歳児を

対象に、各月初日の児童

一人あたり月額４００

円を上限 

使用済みおむ

つを施設で処

理しかつ施設

が処理費用を

負担している

こと。 

保 育 体 制

強 化 事 業

補助 

西宮市保育体制強化事業

実施要綱に基づく保育体

制強化事業に係る費用の

全部又は一部を補助する。 

西宮市保育体制強化事

業実施要綱に規定する

基準額 
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別表第３（幼稚園） 

助 成 事 業

等 

事業内容等 補助等基準単価 備考 

一 般 型 一

時 預 か り

事業補助 

西宮市一般型一時預かり

事業実施要綱に基づく一

般型一時預かり事業に係

る費用の全部又は一部を

補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合は、年間

延べ利用児童

数及び基準額

を月割り（千円

未満切捨て）に

より計算する。 

幼 稚 園 型

一 時 預 か

り 事 業 補

助 

西宮市幼稚園型一時預か

り事業実施要綱に基づく

幼稚園型一時預かり事業

に係る費用の全部又は一

部を補助する。 

当該助成事業等を実施

する年度において内閣

総理大臣の定める子ど

も・子育て支援交付金交

付要綱に規定する基準

額 

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（十円未満切

捨て）により計

算する。 
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別表第４（保育所） 

助 成 事 業

等 

事業内容等 補助等基準単価 備考 

職 員 配 置

助成 

１ 「児童福祉施設の設

備及び運営に関する

基準」における４歳以

上児及び１、２歳児

（他市からの受託児

童を含む。）の規定と

当該規定をそれぞれ

２０人につき１人、５

人につき１人とした

場合の保育士の差（以

下「職員差」という。

）に対する人件費を助

成する。 

１ 職員差×年額２６０

万円 

２ 公定価格における処

遇改善等加算（基礎分

及び賃金改善要件分）

の加算率の区分によ

り、上記単価に次のと

おり加算する。 

(1) １２％から１４％ 

職員差×年額４０万 

円 

(2) １５％から１７％ 

職員差×年額８０万 

円 

(3) １８％以上 

職員差×年額１２０ 

万円 

１ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単

価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

２ 職員差の

算定にあた

っては、年間

で算出する

こととし、小

数を切上げ

ることとす

るほか、市長

が別に定め

る。 

３ 障害児保

育助成を受

ける場合、職

員差は、当該

２ 延長保育事業を実

施している施設は、そ

の延長時間に応じて

加算する。（西宮市一

般型延長保育事業実

施要綱における交付

要件とは異なる。） 

１ 保育標準時間認定に

係る３０分延長実施施

設 職員差×年額３０

万円 

２ 同１時間延長実施施

設 職員差×年額４５

万円 

３ 同２時間以上延長実

施施設 職員差×年額
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７５万円 

（複数の延長時間区分に

該当する場合は、最も長

い延長時間の区分を適用

する。） 

助成におけ

る加配職員

数を控除す

る。 

４ 公定価格

におけるチ

ーム保育推

進加算を受

けている場

合は、当該年

度のこの助

成金は交付

しない。 

定 員 弾 力

化 促 進 助

成 

利用定員（法第１９条第

１項第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係るも

のに限る。右欄において

同じ。）が４０人以上の

施設で、保育標準時間認

定子ども及び保育短時

間認定子ども（他市から

の受託児童を含む。）に

係る定員弾力化を実施

する施設に対して助成

する。 

利用定員の１１０％を超

える保育標準時間認定子

ども及び保育短時間認定

子ども一人あたり月額５

，０００円 

 

児 童 福 祉

施 設 運 営

助成 

次に掲げる要件の全て

に該当する施設に対し

て助成する。 

保育標準時間認定子ども

及び保育短時間認定子ど

も（他市からの受託児童
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(1) 保育標準時間認

定及び保育短時間

認定に係る児童の

健康診断を次のと

おり実施すること。 

小児科 年２回 

眼科・耳鼻科・歯

科 年１回 

 (2) 損害賠償責任保

険等の加入は、次の

とおりとすること。 

ア 独立行政法人

日本スポーツ振

興センターの行

う災害共済給付

制度に加入する

こと。 

イ アのほか１人

につき１億円以

上、１事故につき

１０億円以上の

損害を補償する

保険に加入する

こと。 

(3) (1) 及び(2) につ

いて、運営規程で定

めること。 

を含む。）一人あたり月額

４，０００円 

延 長 保 育

事業補助 

西宮市一般型延長保育

事業実施要綱に基づく

当該助成事業等を実施す

る年度において内閣総理

当該年度にお

いて助成対象
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延長保育事業に係る費

用の全部又は一部を補

助する。 

大臣の定める子ども・子

育て支援交付金交付要綱

に規定する基準額及び西

宮市一般型延長保育事業

実施要綱第１１条に規定

する基準額 

となる期間が

１年に満たな

い場合の補助

等基準単価に

ついては、月割

り（千円未満切

捨て）により計

算する。 

産 休 明 け

保 育 促 進

助成 

産休明け保育を実施す

る施設に対して助成す

る。 

６箇月未満児（他市から

の受託児童を含む。）の利

用月数×１０万円 

 

障 害 児 保

育助成 

１ 西宮市あゆみ保育

実施要綱に基づく特

別な支援が必要な子

どもを受入れる施設

に対して、職員の加配

に必要な費用の全部

又は一部を補助する。 

２ 加配が必要と認め

られた場合、加配職員

を配置した月から、助

成を開始することと

する。 

１ 加配職員が就業規則

において定められている

常勤の勤務時間数に達し

ている者又は１日６時間

以上かつ月２０日以上勤

務の者の場合、加配職員

１人あたり月額２２万円 

２ 加配職員が上記１以

外の者の場合、加配職員

２人あたり月額１９万円 

ただし、市長が認める勤

務形態で２人配置する場

合に限る。 

３ 加配職員数の算定に

あたっては、３歳未満児

と３歳以上児を区分す

る。 

 

職 員 研 修 職員研修に係る費用（旅 職員研修にかかる費用。 １ 旅費につ
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助成 費、研修負担金及び講師

謝金等）の全部又は一部

を助成する。 

ただし、以下の額を上限

とする。 

１ 施設全体の利用定員

が３０人以下 年額６万

円 

２ 施設全体の利用定員

が３１人以上９０人以下 

年額１０万円 

３ 施設全体の利用定員

が９１人以上 年額１４

万円 

いては、最も

経済的な通

常の経路及

び方法によ

り旅行した

場合の旅費

により計算

する。 

２ 当該年度

において助

成対象とな

る期間が１

年に満たな

い場合の補

助等基準単

価について

は、月割り

（千円未満

切捨て）によ

り計算する。 

地 域 子 育

て 支 援 促

進 事 業 助

成 

西宮市地域子育て支援

促進事業実施要綱で定

める地域子育て支援促

進事業等に係る費用の

全部又は一部を助成す

る。 

西宮市地域子育て支援促

進事業実施要領に規定す

る基準額 

 

一 般 型 一

時 預 か り

事業補助 

西宮市一般型一時預か

り事業実施要綱に基づ

く一般型一時預かり事

当該助成事業等を実施す

る年度において内閣総理

大臣の定める子ども・子

当該年度にお

いて助成対象

となる期間が
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業に係る費用の全部又

は一部を補助する。 

育て支援交付金交付要綱

に規定する基準額 

１年に満たな

い場合は、年間

延べ利用児童

数及び基準額

を月割り（千円

未満切捨て）に

より計算する。 

賃 貸 物 件

賃料助成 

子育て支援対策臨時特

例交付金による特別対

策事業のうち、賃貸物件

による保育所整備事業

について過去に採択さ

れたことのある施設に

対して、事業の実施に係

る費用の一部を助成す

る。 

建物の貸主に対して支払

う礼金及び建物賃借料

（敷金は除く）にかかる

費用の４分の３を乗じた

額（千円未満は切捨てと

する。） 

補助対象期間

は、令和１１年

度までとする。 

保 育 士 宿

舎 借 り 上

げ 支 援 事

業補助 

西宮市宿舎借り上げ支

援事業実施要綱に基づ

く宿舎借り上げ支援事

業に係る費用の一部を

補助する。 

西宮市宿舎借り上げ支援

事業実施要綱に規定する

基準額 

 

保 育 体 制

強 化 事 業

補助 

西宮市保育体制強化事

業実施要綱に基づく保

育体制強化事業に係る

費用の全部又は一部を

補助する。 

西宮市保育体制強化事業

実施要綱に規定する基準

額 

 

使 用 済 み

お む つ 処

理 支 援 事

西宮市使用済みおむつ

処理支援事業実施要綱

に基づく使用済みおむ

当該年度の初日の前日に

おける満年齢が０歳児、

１歳児又は２歳児を対象

使用済みおむ

つを施設で処

理しかつ施設
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業補助 つを処理するために必

要な経費の全部又は一

部を補助する。 

に、各月初日の児童一人

あたり月額４００円を上

限 

が処理費用を

負担している

こと。 

 


